
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
二

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
旅
客
会
社
」
と
い
う
。
）
並
び
に
日

本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速

道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
対
し
、
本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
鉄
道
施
設
の
改
修
に
充
て
る
た
め
の
資
金
の
交
付
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
本
州
と
北
海
道
を
連
絡
す
る
鉄
道
施
設
の
改
修
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
特
例
業
務
勘
定
か
ら
建
設
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

機
構
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
会
社
等
に
対
す
る
老
朽
化
し
た
鉄
道
施
設
等
の
更
新
そ
の
他
の
鉄

道
施
設
等
の
整
備
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
及
び
、
会
社
に
対
す
る
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に



二

よ
る
貸
付
金
又
は
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
に
係
る
債
権
の
全
部
又
は
一

部
の
出
資
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

特
例
業
務
勘
定
か
ら
建
設
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
対
象
と
な
る
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
の
鉄
道
線
路
の
使
用
に
係
る
助

成
金
の
交
付
に
必
要
な
費
用
に
係
る
期
限
を
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

旅
客
会
社
は
、
機
構
か
ら
三
の
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、
経
営
安
定
基
金
に
係
る
資
産
の
う

ち
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
貸
付
け
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

機
構
は
、
当
分
の
間
、
附
則
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
と
と
も
に
そ
の
利
子
に

係
る
収
入
に
よ
る
旅
客
会
社
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
旅
客
会
社
か
ら
長
期
借
入
金
を
借
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
当
該

長
期
借
入
金
の
償
還
及
び
利
子
の
支
払
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


